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【手続補正書】
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【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２３】
　以上説明したように、本実施形態によれば、カプセル内視鏡装置２の外装部８の全外面
上（最外壁）が導電性被膜７により覆われているため、被検体内の体壁との接触面積が大
きく、少なくとも導電性被膜７の一部分と接触することから、生体を利用して画像データ
等の情報を通信する際に、画像データを送信する送信電極が姿勢に拘わらず体腔内の胃腸
管の体壁に接触しているため、適正な電気的な接触状態を維持し、安定的に通信を行うこ
とができる。
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